
質問 回答 回答公表日

1 器具数量について

現地調査の結果、ご提示いただいた数量表と現地の
数量が異なっている場合についてお伺いいたします。
そのような場合、提案時は市提示の数量にて提案し、
実施の際に別途協議という理解をして宜しいでしょう
か。

公共施設照明ＬＥＤ化業務委託（債務負担行為）
現地調査後の質問回答

・お見込みのとおり。
・仕様書[５]－①－（ウ）のとおり、実際に更新する箇所・数量等は契約締結後の現地調
査の結果を踏まえて両者協議で決定する。
・また、同－（オ）のとおり、調査結果を踏まえた市との協議をもとに事業期間・事業費
等を検証すること。 R8.5.28
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